
 通所介護事業所

 総合事業通所介護事業所

 重要事項説明書

デイサービスセンター　よつば　みのみ　　



　　　通所介護の事業運営は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

　　　限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

　　　できるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

　　　社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

　　　精神的負担の軽減を図るものとして行う。

　　　地域密着型通所介護事業又は介護保険法に基づく第１号通所介護事業の事業運営は、

　　　その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

　　　必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の

　　　維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとして行う。

　　　事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿

　　　密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

２、事業を行うセンターの名称及び所在地など

　　　　　　法人名　　株式会社　よつば　

　　　　　事業所名　　デイサービスセンター　よつば　みのみ

　　　　　　所在地　　広島県福山市水呑町157番地6

　　　　　　　電話　　　０８４－９６８－０５３３

　　　　　　管理者　　亀山　昌明

　（運営の方針）

１、当通所介護支援事業所のサービスについての相談窓口

電話番号 ０８４－９６８－０５３３

管理者 亀山　昌明

　　　『従業者』という）が要介護又は要支援状態となった高齢者又は事業対象者（以下『利用者』

　　　という）に対し、適正な地域密着型通所介護及び介護保険法に基づく第１号通所介護事業を

　　　提供することを目的とする。

　　　

　　　株式会社よつばが開設する、デイサービスセンター　よつば みのみ（以下『センター』という）が

　　　行う地域密着型通所介護事業又は介護保険法に基づく第１号通所介護事業（以下『事業』

　　　という）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターでの

　　　指定通所介護の提供に当たる事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員など　(以下

　　　この通所介護事業所重要事項説明書及び総合事業通所介護事業所重要事項説明書は、

　　　利用希望者が通所介護サービス、又は介護保険法に基づく第１号通所事業のサービスを

　　　受けられるに際し、利用希望者やその家族に対し、当法人の事業運営規程の概要や

　　　通所介護事業所及び総合事業通所介護事業所の勤務体制、利用希望者のサービスの

　　　選択に資すると認められる重要事項を記したものです。

　（事業の目的）



　（単位ごとに）

※ただし、介護職員については、当日の利用者数及び提供時間数に応じて、

人員基準に適合した員数を配置する。

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 一月あたりの総単位数の9.2%

　●【総合事業・介護予防相当通所介護】の場合　基本単位　（1月あたり）

区分 予防通所介護

事業対象者・要支援１ 1,798
事業対象者・要支援２ 3,621

1,312 1,172 1,134

入浴加算 40

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 一月あたりの総単位数の9.2%

1,032 925 896

1,172 1,049 1013

753 678 657

890 801 776

但し、１２月３０日～１月３日は正月休みとする。

　　　　　　営業時間　　　　　　　　８：００～１７：００

　　　　　　サービス提供時間　 　９：００～１６：１０

　　　　　　ただし、利用時間の延長があった場合は、受け入れるものとする。

　●【地域密着型通所介護】の場合　基本単位　（1回あたり）

区分
7時間以上
8時間未満

6時間以上
7時間未満

5時間以上
6時間未満

　　利用定員　１０名

　　通常の事業の実施地域は、福山市　(加茂町、駅家町、新市町、山野町を除く。）とする

　（営業日及び営業時間）

　センターの営業日及び営業時間等は、次の通りとする。

　　　　　　営業日　　　　　　　　月曜日　～　土曜日　

介護職員 １名以上 主に介護業務

機能訓練指導員 非常勤１名 機能訓練のプログラム作成、実施等

生活相談員 １名以上（常勤）
利用者の生活指導、助言、並びに利用者や家
族等の処遇上の相談、生活・行動　　　　　プロ

グラムの作成及び介護業務。

看護職員 非常勤１名 看護業務及び介護業務

３、センターに勤務する職種、員数及び勤務内容、利用定員、実施地域、営業日、料金など

職種 員数 職務内容

管理者 １名以上（常勤） 事業所の総括。



　　　　　　　この計画に基づき、年２回避難訓練及び、救出その他必要な訓練を行う。

　　　　　報告する。急変時などに、保証人、契約者などと連絡が取れない場合は、事業所が指定した

　　　　　医療機関で対応することとする。

８、非常災害対策

　　　　　一　管理者は防火管理者を選任する。

　　　　　二　防火管理者は、定期的に消防設備の点検をするものとする。

　　　　　三　防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、センターは

　　　　　二　共有の施設・設備は他の迷惑にならないように利用すること。

　　　　　三　８の三で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。

　　　　　四　緊急時には職員の誘導・指示に従うこと。

７、緊急時における対応方法

　　　　　従業者は、通所介護及び予防通所介護又は介護保険法に基づく第１号通所事業を実施中に

　　　　　利用者の状態に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に

　　　　三　日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費を

　　　　　 　徴収する。

　　　　四　前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で

　　　　　　説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。

６、サービス利用に当たっての留意事項

　　　　　一　健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。

５、（１）地域密着型通所介護事業又は介護保険法に基づく第１号通所介護事業を提供した場合の

　　　　　利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、地域密着型通所介護又は介護保険法に基づく

　　　　　第１号通所介護が法定代理受領サービスであるときはその1割または２割の額とする。

　　（２）前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。

　　　　一　食費は、１食６５０円を徴収する。

　　　　二　おむつ代は、実費を徴収する（持参可）。（実費例　パンツ70円　パッド20円）

　　　　　四　食事の提供

　　　　　五　アクティビティーサービス（集団的レクリエーション、創作活動などの機能訓練）

　　　　　六　機能訓練

　　　　　七　日常生活上の世話

　　　　　八　相談援助

　　　　　九　その他利用者に対する便宜の提供

４、サービスの提供内容

　　　　　一　送迎

　　　　　二　健康状態の確認

　　　　　三　入浴サービス



　　　　　　　ただし、利用者に過失があった場合、その度合いにより賠償額の減免をする場合が

　　　　　　　あります。

受付時間

国民健康保険団体連合会 ０８２－５５４－０７８３ ９：００　～　１７：１５

担当責任者 橋口　亜紀 　９：００～１７：００

電話番号　０８４-９６８－０５３３

（その他窓口）

　　　　　四　苦情の内容について、利用者、ご家族の納得、理解が得られるまで対応、説明

　　　　　　　　に当たる。

　　　　　五　苦情処理の経過については文書にし、職員間で情報を共有し再発防止に努める。

　　　　　六　苦情があった場合には、必要に応じ、当該サービスにつき調整を行う

　　　　　　　　介護支援事業者、その他の関係者と連携を図る。

　　　　　　損害保険会社　　三井住友海上火災保険株式会社

１０、守秘義務

　　　　　一　事業所は業務上知り得た利用者の個人情報について第三者に対して漏洩しません。

　　　　　二　事業所は個人情報の流出に対する損害賠償を負う責任があります。

１１、損害賠償

　　　　　　　利用中の事故などによる賠償については、その責任が全面的に事業所にある場合は、

　　　　　　　その治療にかかった費用などについて全面的に賠償します。

福山市役所 ０８４－９２８－１１６６ ９：００　～　１７：１５

東部　厚生環境事務所福山支所 ０８４－９２１－１３１１ ９：００　～　１７：１５

名称 電話番号

苦情受付窓口 戸根　香 受付時間：月曜～金曜

９、苦情処理

　　　　　一　苦情の内容につき、直ちに聞き取り調査を行い、苦情解決に向けた事由の把握

　　　　　　　　に努める。

　　　　　二　担当者が必要と判断した場合、苦情処理に向けた検討会議を行う。

　　　　　三　検討結果を踏まえ、翌日までには具体的な対応に当たる。



通所介護事業所

総合事業通所介護事業所

契約書

デイサービスセンター　よつば　みのみ　　



事業所は、利用者が要介護又は要支援状態又は事業対象者となった場合においても、

その尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、指定通所介護事業及び介護保険法に基づく

第１号通所事業に当たる従業者による必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的 とする。 

　　　　　　　　　　　　　株式会社　よつば　　代表取締役　山崎一仁　　　　　　　　

　　　　事業所に連絡をすることとする。

　　　　休み（体調不良・私用）などの場合には前日までに事業所に連絡をする。

　第６条（利用料金について）

　　　　やむを得ない事情がある場合を除き、利用者は翌月の末日までに利用料の支払いをする。

　　　　支払い方法については、手渡しか振込みにて支払うこととする。

　　　　振込先　中国銀行　井原支店　普通預金口座　1637876　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　・食事・レクリエーション・静養・バイタルチェック・生活相談などのサービスが

　　　　受けられる。食事については実費６５０円にて提供する。

　第５条（利用の変更など）

　　　　体調不良などにより利用が困難であると事業所側が判断した場合には

　　　　利用を中止することとする。

　　　　定期的な利用日の変更（追加・削減）については、担当ケアマネージャー及び

　　　３）ケアプランの変更による終了。

　　　４）事業所の存続が不可能になった場合（災害、倒産など）。

　　　５）他条に記載されている利用中止条件に該当する場合。

第２章　デイサービスについて

　第４条（サービス内容）

　　　・送迎　　・入浴　　などの介護保険対象サービス以外にも

　第２条（契約期間）

　　　契約期間は介護保険の有効期限内とします。但し引き続き介護保険の認定を受けられた

　　　方については、特別な事由の無い限りこの契約を継続する。

　第３条（契約の終了）

　　　１）契約者からの解約、介護保険の対象外になる、死亡。

　　　２）介護保険の改正によるもの等の特別な理由での終了。

（以下『利用者』及び『契約者』といいます）と、株式会社よつばが

開設するデイサービスセンターよつばみのみ（以下『事業所』といいます）は事業者が利用者に

対して行うデイサービスにおけるサービスの提供について、次の通り契約を締結する。

第１章　契約について

　第１条（契約の目的）　　　　



　　　　　　　あると認められる場合には利用を中止する。

第５章　損害賠償

　第１２条（事業所及び従事者の過失によるもの）

　　　　　サービス提供時に起きた事故などで事業所側に過失がある場合には相当の

　　　　　賠償責任を負うものとします。但し、利用者本人の身体状況を踏まえた上で

　　　　　利用者側にも責任が認められる場合には、賠償金額を減額できるものとする。

　　　　　２）体調不良、状態の特変などによる利用時間の変更などについては

　　　　　　　事業所の指示に従う。

　　　　　３）貴金属、骨董品、多額の金銭及び危険物などは持ち込まない。

　　　　　　　紛失、破損などがあった場合にも損害賠償の対象外とする。

　　　　　４）他利用者の迷惑になる行為は避ける。

　　　　　５）上記１）２）３）４）に違反し、事業所判断により利用を中止することが妥当で

　　　　　個人情報については契約終了後にも引き続き保護されるものとする。

第４章　契約者の義務

　第１１条（利用上の注意）

　　　　　１）施設の設備などについては本来の使用目的に沿って使用すること。

　　　　　　　施設の設備などに対して、過失により破損、紛失などの損害を与えた場合に

　　　　　　　ついては相当分の損害賠償の請求をすることとする。

　　　　　２）事業者及び従業者は、利用者に対して行ったサービスの記録をし、　　

　　　　　　　５年間保管する。

　第１０条（守秘義務及び個人情報）

　　　　　事業者及び従業者は業務上知り得たすべての個人情報を第三者に対して漏洩しない。

　　　　　但し、担当居宅との連携、緊急時などに医師との連携を図る際には情報を利用する。

　　　　　個人情報の漏洩による被害については損害賠償の対象となる。

　　　　変更がある場合があります。事業所の都合による変更の場合は事前に文書にて

　　　　説明をし、了解を得るものとする。

第３章　事業者の義務

　第９条（事業者及び従業者の義務）

　　　　　１）事業者及び従業者は利用者の身体の安全を確保し、異常、特変などがあった

　　　　　　　場合には、速やかに管理者に報告し、管理者は早期の対応に努めることとする。

　第７条（通所介護計画について）

　　　　事業所は居宅介護計画書に沿った通所介護計画書を作成し、

　　　　契約者又は家族に確認をとった後に計画書の複写を配布します。

　第８条（利用料金の変更）

　　　　介護度の変更によるもの、介護保険制度の改正によるものなどにより、利用料の



　　　　することがある。

　第１９条（掲示物について）

　　　　デイサービスを利用中に作成した作品、また行事の際に撮影した写真や映像を内部、

　　　　外部で掲示、放映することがある。

　第２０条（重要事項説明、契約書）

　　　　本書については、２部を作成し、契約者、事業所が１部ずつ保管することとする。

第８章　その他

　第１７条（記載について）

　　　　その他、記載されていない事項につきましては介護保険法、その他法令の定める　　　　　　

　　　　ところとし、契約者と協議することとする。

　第１８条（屋外でのサービスについて）

　　　　サービス提供時間中に、季節行事への参加などのため屋外でのサービス提供を

第７章　緊急時の対応

　第１６条（緊急時の対応について）

　　　　利用時に特変があった場合で、早期対応が必要と事業所が認めた場合には原則と

　　　　して主治医に連絡し対応させていただきます。

　　　　緊急の場合で家族、主治医と連携が図れない際には事業所の判断にて対応します。

　第１５条（要望など）

　　　　事業所に対する要望などについては随時受け付けます、管理者、責任者などに

　　　　お気軽にお申しつけください。

福山市役所 ０８４－９２８－１１６６ ９：００　～　１７：１５

東部　厚生環境事務所福山支所 ０８４－９２１－１３１１ ９：００　～　１７：１５

名称 電話番号 受付時間

国民健康保険団体連合会 ０８２－５５４－０７８３ ９：００　～　１７：１５

担当責任者 橋口　亜紀 　９：００～１７：００

電話番号　０８４-９６８－０５３３

（その他窓口）

第６章　苦情、要望

　第１４条（苦情処理）

　　　　苦情処理については、担当窓口、担当責任者を配置し対応するものとする。

苦情受付窓口 戸根　香 受付時間：月曜～金曜

　第１３条（賠償責任がなされないもの）

　　　　　利用時に必要と思われる情報を、事業所に告げなかった事により起きた

　　　　　事故の場合。

　　　　　完全に契約者の過失による事故の場合。

　　　　　利用前の聞き取り調査などの際に、必要事項について偽りの返答があったために

　　　　　起きた事故の場合。



            電話番号　　　　　　０８４-９６８-０５３３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者　　住所　　　　岡山県井原市上出部町　１８０５－５

　　　　株式会社　よつば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　代表取締役　　山﨑　一仁

　　　　　私は、事業者から通所介護支援事業所サービスについての重要事項の説明を受け

　　　　　本契約を締結します。

       　　　　　年　　　　　月　　　　　日

契約者（代筆者）　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

保証人　　　　　　　　住所

　サービスの提供にあたり、利用者（または保証人）に対して、本書面に基づいて重要な事項を

　説明致しました。

　　　事業者

　　　　　　所在地　：　広島県福山市水呑町１５７番地６

　　　　　事業所名 ：　デイサービスセンター　よつば　みのみ

　　　　　　説明者　：　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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